
告 示

石川県告示第384号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、医療扶助のための医療を担当させる機関を次のとおり

指定した。	 	 	 	

　　令和６年10月29日	 	 	

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

名　　　称 所　在　地 指定年月日

コトブキ薬局 七尾市桜町40番２ 令和６年９月１日

ウエルシア薬局羽咋南中央店 羽咋市南中央町キ154番地１ 令和６年10月１日

兼六薬局　御経塚店 野々市市御経塚１丁目444番 令和６年10月１日

訪問看護ステーションおかえり 白山市美川中町イ16－61 令和６年９月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第385号
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によりその例によることとされる生活保護法（昭和25年法律第144号）

第49条の規定により、医療支援給付のための医療を担当させる機関を次のとおり指定した。

　　令和６年10月29日	 	 	

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

名　　　称 所　在　地 指定年月日

コトブキ薬局 七尾市桜町40番２ 令和６年９月１日

ウエルシア薬局羽咋南中央店 羽咋市南中央町キ154番地１ 令和６年10月１日

兼六薬局　御経塚店 野々市市御経塚１丁目444番 令和６年10月１日

訪問看護ステーションおかえり 白山市美川中町イ16－61 令和６年９月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

目 次

告　　　示
○医療扶助のための医療を担当させる機関の指定	

○医療支援給付のための医療を担当させる機関の指定

○	生活保護法に基づく指定医療機関の診療所等の廃止の

届出

○	中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律に基づく指定医療機関の診療所等の廃止の届出

○	生活保護法に基づき指定を受けた施術機関の施術所の

廃止の届出

○	中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律に基づき指定を受けた施術機関の施術所の廃止

の届出

○青少年に有害な興行の指定

公　　　告
〇農用地利用集積等促進計画の認可公告

○公共測量終了公告

○道路の位置の指定公告
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石川県告示第386号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から、次のとおり診療所等を廃止し

た旨の届出があった。

　　令和６年10月29日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

名　　　称 所　在　地 廃止年月日

合名会社　中山薬局 七尾市生駒町６－１ 令和６年８月７日

コトブキ薬局 七尾市桜町92番４ 令和６年８月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第387号
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によりその例によることとされる生活保護法（昭和25年法律第144号）第

50条の２の規定により、指定医療機関から、次のとおり診療所等を廃止した旨の届出があった。

　　令和６年10月29日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

名　　　称 所　在　地 廃止年月日

合名会社　中山薬局 七尾市生駒町６－１ 令和６年８月７日

コトブキ薬局 七尾市桜町92番４ 令和６年８月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第388号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２の規定により、指定を受けた

施術機関から、次のとおり施術所を廃止した旨の届出があった。

　　令和６年10月29日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

氏　　名（名　　称） 所　在　地 廃止年月日

宮下　千秋（宮下鍼灸院） 河北郡内灘町鶴ヶ丘４丁目５－５ 令和６年８月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第389号
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によりその例によることとされる生活保護法（昭和25年法律第144号）第

55条第２項において準用する同法第50条の２の規定により、指定を受けた施術機関から、次のとおり施術所を廃止し

た旨の届出があった。

　　令和６年10月29日

	 	 	 	 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

氏　　名（名　　称） 所　在　地 廃止年月日

宮下　千秋（宮下鍼灸院） 河北郡内灘町鶴ヶ丘４丁目５－５ 令和６年８月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第390号
いしかわ子ども総合条例（平成19年石川県条例第18号）第41条第１項の規定により、次の興行を青少年に有害なも

のとして指定した。

				令和６年10月29日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

１　有害興行
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興行の種類 興　	行　	名 製作会社・配給会社等名

		映 画 とろ甘ダブル同棲　肉欲ラプソディ
加 藤 組

〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

２　指定の理由

内容の全部又は一部が、著しく青少年の性的感情を刺激し、又は著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発

し、若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるものである。　

３　指定年月日

　　令和６年10月29日

公 告

農用地利用集積等促進計画の認可公告

農地中間管理事業の推進に関する法律 ( 平成25年法律第101号 ) 第18条第１項の規定により、農用地利用集積等促

進計画を次のとおり認可した。

　　令和６年10月29日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

１　農用地利用集積等促進計画の概要

農地中間管理権の設定等を行う者 賃借権の設定等を受ける者
権利の設定をする土地

氏名又は名称 住　　所 氏名又は名称 住　　所

－ － 株式会社　CREER 河北郡津幡町 羽咋市粟生町ヒ14－１ほか21筆

高島　豊和 羽咋市
有限会社　グリーンアー

ス杉浦
羽咋市 羽咋市深江町232ほか１筆

村山　昇 埼玉県川口市 藤井　拓海 羽咋郡志賀町 羽咋郡志賀町米浜177－１ほか２筆

－ － 株式会社　ホープいな穂 能美郡川北町 能美郡川北町橘278－１ほか１筆

２　認可年月日

　　令和６年10月29日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公共測量終了公告

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方整

備局金沢河川国道事務所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。

　　令和６年10月29日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

作　業　種　類 作　業　期　間 作　業　地　域

公 共 測 量

（ 空 中 写 真 撮 影 ）

令和６年９月６日から

同年10月16日まで　　
羽咋郡志賀町～鳳珠郡穴水町地先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

道路の位置の指定公告

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。	 	

　　令和６年10月29日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

関係土地の地名及び地番 道路の幅員及び延長 位置指定申請者 指定年月日

河北郡津幡町字加賀爪東６番６、22

番の一部、26番の一部、27番の一部、

29番の一部、30番の一部

幅員	 6.00ｍ

延長	 	52.00ｍ

金沢市松村三丁目411番地

不動産パートナー株式会社
令和６年10月９日
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